


DSM─5（2013）が発表された直後に，「DSM─5 は，そのカテゴリーに妥当性がない，
バイブルではなく辞書（ラベルづけ）に過ぎない．しかも評価者間一致度が低い」と批判
したのは米国 NIMH 所長の T.R. Insel である．これに対して，DSM─5 のチームを率いた
D.J. Kupfer は以下のように反論した．「我々は，生物・遺伝マーカーを何十年も待ったが，
道はほど遠い．我々は，毎日苦しむ患者に対処しなければならない．いつの日にか起こる
何かを待つわけにはいかない」．この T.R. Insel と D.J. Kupfer の応酬のなかに，DSM─5
がもつ基本的な問題は議論しつくされているように思う．

かつて英国の精神医学者 R.E. Kendell（1988）は，DSM─III の登場を受けて以下のよう
に述べた．「DSM─III の最も重要な達成は，精神障害の 200 ものカテゴリーに操作的定義
を与えた点にある．これらの定義の多くは完全に恣意的であり，他の案と比較したうえで
採用されたものではない．それらは少数の人たちによって転用されたり創り出されたりし
たものにすぎない．しかし，どこかでスタートが切られなければならなかったのである」．
この言葉は，DSM 診断体系とはそもそも何だったのかを的確に指摘していると思う．そ
してスタートは切られ，操作的用語で定義されたカテゴリーを対象として，実証的な研究
が世界中で行われ，膨大な量の研究成果が蓄積された．そうなると，DSM の改訂は実証
的根拠と議論に基づいて初めて可能となる．実際 DSM─5 には，随所に実証的研究が反映
された改訂の跡が見てとれる．

蛇足かもしれないが，DSM 診断を用いる場合に重要なことを挙げておきたい．一つは，
症状・症候をより正しく見極める力である．そのためには，精神科面接の力と精神病理学
の基本，なかでも記述精神病理学を身に付けていることが前提となる．さらに，伝統的診
断であれ DSM／ICD 診断であれ，これらはあくまで「病」の診断のためのものであるこ
とを忘れてはならない．「病」の診断は，「病をもつ人」を知ろうとする精神科医の尽きる
ことない試みの一部にすぎない．「病をもつ人」への関心，共感，尊敬のない診断は，統
計のための情報でしかなく，臨床医の診断ではない．

本シリーズの目的は，精神科診断学を歴史的に俯瞰しつつ，DSM─5 を理解することで
ある．さかのぼって，伝統的な精神医学が精神疾患をどのように概念化してきたのか，そ
れは DSM／ICD の診断体系にどのような影響を与え，DSM─III／IV はどのような議論を
経て作られたのか．そして DSM─5 では，何が変わり，何が変わらなかったのか．そして
それはどうしてなのか．これらの精神科診断学の歴史をふまえて初めて，DSM─5 を今日
の臨床のなかに適切に位置づけることができると思う．そしてこの目的は，各領域の専門
家の執筆によって，十分に達成されていると思う．

本シリーズを手にする読者は必ず，豊穣な精神科診断学の世界と出会い，診断学という
精神医学の基幹知識を身につけていただけると思う．

2014 年 8 月

総編集　神庭 重信
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統合失調症 Schizophrenia 295.90（F20.9）

「統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群」全体の概念は，統合失調症
という中核的診断とその周辺の診断群というコンセプトのもとで，歴史的に発展してき
た．そのため，DSM─5における統合失調症の診断概念も，本書の「診断概念の変遷」，「統
合失調症と関連障害─DSM─5 の一般的コンセプト」，「亜型分類の削除，緊張病の扱いに
ついて」，「重症度ディメンションについて」などの諸項ですでに十分にふれられている．
したがって，本項は，障害群内での統合失調症の位置づけに論点を絞った簡潔なものにと
どめたい．その際，一点のみ立ち入って考えてみたいことは，「統合失調症はこの障害群
のなかで，診断基準の構成上，特別な地位を与えられているか」という点である．

DSM−5での精神病性障害の一般的定義
DSM─5の「統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群」の章では，冒頭で，

この障害群全体に通じる精神病性障害の一般的特徴の定義が与えられている．すなわち，
それは以下の 5領域から構成される．①妄想，②幻覚，③まとまりのない思考（会話），
④ ひどくまとまりのない，または異常な運動行動（緊張病を含む），⑤ 陰性症状であ
る 1）．精神病の特徴がこれらの 5領域に収斂してくる経緯は，本書の「診断概念の変遷」
および「重症度評定について」に関する項を参照していただきたいが，本章に含められる
診断は，原則として，この精神病性障害の特徴を示す障害群ということになる．

章内での配列
DSM─IV─TR 2）では「統合失調症および他の精神病性障害」の名称が，この障害群にあ
てられていたが，統合失調症が章の最初に記載され，続いて関連する諸障害が記載されて
いた．すなわち，DSM─IV─TR における構成は，診断において精神病性障害が考慮され
る場合には，まずその中核にある統合失調症を意識し，統合失調症の診断基準を満たさな
い場合は，続いてそれ以外の診断名を顧慮すべきであるという暗黙の想定がある 3）．
一方，DSM─5では障害の配列に関し，以下のような根拠があげられている．「本章では，
各障害がその精神病理に応じて段階的に配置されるように構成されている」．そして，「ま
ず，精神病性障害の診断基準を満たさない病態，または精神病理が単一の領域のみに限局
している病態を考慮しなければならない」としている．次いで「一時的な病態を考慮しな
ければならない」とし，さらに「精神病を引き起しうる他の疾患を除外する必要がある」
と記載されている．DSM─5 によれば，こうした評価を行った後に，統合失調症または統
合失調感情障害の診断を下すことになる．すなわち，精神病性障害の 5領域を確認，その
種類と数，持続期間，原因となる医学的病態の有無，気分エピソードの存在を順に確認し
ていけば，精神病性障害群のなかでのいずれかの診断名に落ち着くという図式になってお

I．統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群
Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders
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I．統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群

り，統合失調症が中核的診断として位置づけられていないところが特徴的である．以下，
精神病性障害群のなかで統合失調症の診断を決めていく境界について順に確認していく．

精神病性障害の特徴の種類と数
精神病性障害の特徴の 5領域のうち，2つかそれ以上が存在することが精神病性障害の
なかで統合失調症と特定する際の必要条件となる．そのうちの少なくとも 1つは，①妄
想，②幻覚，③まとまりのない会話，である必要がある（基準A） 1）．この状態の持続期
間が「活動期」として定義される．この章の診断群のなかで，精神病性障害の特徴を 1つ
も満たさないものは，統合失調型パーソナリティ障害である．また上述の①の妄想のみ
が該当する場合は，妄想性障害の診断が考慮されることになる．また，④ひどくまとま
りのない，または異常な運動行動のみ，あるいは④かつ⑤陰性症状，のみが該当する場
合は，緊張病の臨床特徴に再度照合したうえで，「他の精神疾患に関連する緊張病」として，
本章以外の診断も含むさまざまな診断に伴う特定用語（specifier）としての記録が考慮さ
れることになる．それ以外の場合，すなわち，②，③，④の精神病性の特徴が単独で認
められる場合には，章内の他の診断基準に該当しないことを明記したいときは「他の特定
される統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害」の診断が考慮され，情報不
十分などの理由で明記を避けたいときは「特定不能の統合失調症スペクトラム障害および
他の精神病性障害」が考慮される．

持続期間
徴候が 6か月を超えて続くことが統合失調症の診断の必要条件である（基準 C）．この
基準によって，短期精神病性障害および統合失調症様障害と区別される．ただし基準A
を満たす活動期の持続は 1か月以上で十分であり，残る期間は前駆期あるいは残遺期でも
よい．前駆期あるは残遺期とは，精神病性障害の 5特徴のうちの⑤，すなわち陰性症状
のみが存在する場合，あるいは，2つ以上の特徴が減弱型（attenuated form）で存在する
ことと定義される．

原因疾患の有無
その状態が物質や医薬品，あるいは，なんらかの医学的疾患によって生じていると考え
られる場合には，「物質・医薬品誘発性精神病性障害」あるいは「他の医学的疾患による
精神病性障害」を考慮し，統合失調症の診断は除外される（基準E）．

気分エピソード重畳の有無と経過
気分エピソードが精神病性障害に重なる場合，双極性障害群あるいは抑うつ障害群との
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境界が問題となる．ただし，この境界領域には，中間的診断として，統合失調感情障害と
いう診断が精神病性障害群の内部に設定されているため，統合失調症の診断に関しては，
統合失調感情障害との境界がより大きな問題となる．統合失調症の診断には，「（精神病性
障害の）活動期の症状と同時に，抑うつエピソード，躁病エピソードが発症していない」
か，「活動期の症状中に気分エピソードが発症していた場合，その持続期間の合計は疾病
の活動期および残遺期の持続期間の合計の半分に満たない」 1）ことが必要となる（基準D）．

精神病性障害群外の診断との重複の可否
精神病性障害の外部の診断との関係について，統合失調症の診断基準の側で特記されて
いるのは，自閉スペクトラム症・コミュニケーション症群との関連についてであり，重複
診断に制限を加える記述が統合失調症の診断基準にあげられている（基準 F）．逆に，本
章以外の診断基準の側では，統合失調症との重複診断に制限を加える記載（統合失調症に
よってよりよく説明されない〈not better explained by schizophrenia〉）を設けている診
断基準と設けていない診断基準がある．

社会機能の低下
上記に加えて顕著な社会機能の低下が統合失調症診断の必要条件とされる（基準 B）．
本章内で，社会機能の低下の診断基準としての位置づけは，診断ごとに異なっている．統
合失調型パーソナリティ障害，短期精神病性障害，統合失調症様障害，統合失調感情障害
では，社会機能の低下は，診断基準に含まれていない．物質・医薬品誘発性精神病性障
害，他の医学的疾患による精神病性障害，他の医学的疾患による緊張病性障害，特定不能
の緊張病，他の特定される統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害，特定不
能の統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害では，臨床的に重篤な苦痛，ま
たは社会機能の障害の存在が必要条件とされている．さらに，妄想性障害では，社会機能
の障害が顕著でないことがむしろ診断基準にあげられている．
すなわち，社会機能の低下の要件が，精神病性障害群のなかで，統合失調症の診断にお
いて特に強調されているといえる．

DSM─IV─TR からDSM─5 への統合失調症診断基準の変更は，配列の変更という点にお
いて，この障害群のなかでの統合失調症の位置づけを他の障害と同列においたような体裁
を一見とっている．実際，症候学的特徴，持続期間，原疾患の有無，気分エピソードの重
畳の確認のところまでは，診断のフローチャートが明快に描け，統合失調症はこのフロー
チャートのうえでのある一つの区域に相当するにすぎない．ところが，このようなフロー
チャートのコンセプトとはまったく異なる観点から，DSM─5 では社会機能低下の要件で
統合失調症に特別な位置づけが与えられている．結果として，理論的には，診断基準上ど
こに記載してよいのか診断基準の記述のみからは判断不能な場合がいくつも生じてくるよ
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